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そうま市議会だより
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市長提出議案審査

１２月定例会の概要

令
和
６
年
度
か
ら
8
年
度
ま
で
の 

　

介
護
保
険
料
基
準
額
、
所
得
段
階
の
変
更

　

介
護
保
険
料
の
増
加
・

　
　

            

所
得
段
階
の
増
加

　

相
馬
市
介
護
保
険
事
業
計
画
の
見

直
し
に
伴
い
、
令
和
６
年
度
か
ら
令

和
８
年
度
ま
で
の
第
１
号
被
保
険
者

の
介
護
保
険
料
を
定
め
る
た
め
、
所

要
の
改
正
を
行
う
も
の
。
月
額
基
準

額
６
，
４
７
０
円
は
、
年
額
保
険
料

の
７
万
７
，
６
４
０
円
を
12
カ
月
で

割
っ
た
数
字
で
あ
り
、
所
得
段
階
第

５
段
階
を
基
準
額
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
今
回
の
改
正
に
当
た
り
、

今
ま
で
は
所
得
段
階
が
第
９
段
階
で

　

体
験
実
習
館
の　

　
　
　
　

利
用
料
を
変
更

　

今
ま
で
施
設
の
利
用
に
あ
た
っ
て
、
３
時
間
単

位
（
９
時
～
12
時
、
12
時
か
ら
15
時
、
15
時
か
ら

18
時
）
で
利
用
料
を
２
，
２
２
０
円
と
し
て
い
た

が
、
利
用
者
か
ら
の
要
望
を
受
け
、
利
用
を
１

時
間
単
位
で
利
用
料
を
７
４
０
円
に
変
更
す
る
も

の
。
併
せ
て
、
利
用
状
況
を
踏
ま
え
て
、
閉
館
時

間
を
18
時
か
ら
17
時
に
変
更
す
る
も
の
と
な
っ
て

お
り
、
４
月
１
日
か
ら
施
行

す
る
も
の
。

　

チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ
ッ
プ

　
　
　
　

の
利
用
期
間
延
長

　

新
規
創
業
者
支
援
施
設
「
相
馬
市
チ
ャ
レ
ン
ジ

シ
ョ
ッ
プ
」
の
利
用
期
間
は
許
可
日
か
ら
３
カ
月
、

延
長
が
3
カ
月
以
内
で
、
最
大
6
カ
月
の
利
用
で

あ
っ
た
が
、
要
望
等
を
踏
ま
え
、
許
可
日
か
ら
6
カ

月
以
内
、
延
長
を
6
カ
月
以
内
と
し
、
最
大
1
年
間

の
利
用
を
可
能
と
す
る
も
の
。
な
お
、
現
在
、
4
月

か
ら
1
年
間
、
イ
メ
ー
ジ
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
サ
ロ

ン
を
創
業
し
た
い
旨
の
申
請
が
あ
り
、
手
続
き
を
進

め
て
い
る
。

市長提出議案
　　　　審査報告

　ここでは、主な市長提出議案（予算に関す

る議案以外）の内容と委員会審査を含めた審

議の経過などについて、お知らせします。

第 22号

第 24 号

第 25 号

あ
っ
た
と
こ
ろ
を
、
国
の

制
度
に
基
づ
き
第
13
段
階

ま
で
増
や
し
、
本
年
４
月

１
日
か
ら
施
行
す
る
も
の
。

議員

　
勤
勉
手
当
支
給
に
か
か
る
予
算
額
に     

つ
い
て
問
う
。

市
  

総
額
５
，
０
２
３
万
７
，
０
０
０
円

の
見
込
み
で
あ
る
。

チ
ャ
レ
ン
ジ
シ
ョ
ッ
プ
と
は
…
商
業
お
よ
び
サ
ー

ビ
ス
業
な
ど
の
独
立
開
業
を
目
指
す
新
規
創
業
者

の
育
成
や
支
援
を
行
う
た
め
支
援
施
設
。

　

実
際
に
お
客
さ
ま
と
対
面
し
な
が
ら
商
売
を

行
っ
て
い
く
中
で
、
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
学
ぶ
こ
と

が
で
き
ま
す
。

変更前 変更後

利用単位 ３時間毎 １時間毎

利用料 2,220 円 740 円

利用時間 9時～ 18 時 9時～ 17 時

議員市

　
勤
勉
手
当
の
支
給
対
象
と
な
る
会
計

年
度
任
用
職
員
数
に
つ
い
て
問
う
。

第 32号 

会
計
年
度
任
用
職
員
へ
の  

　
　
　
　

勤
勉
手
当
の
支
給

　

地
方
自
治
法
の
改
正
に
基
づ
き
、
会
計
年
度
任
用

職
員
に
対
し
て
勤
勉
手
当
を
支
給
す
る
た
め
に
改
正

を
行
う
も
の
。

令和６～８年度 令和３～５年度
所得段階 年額保険料 年額保険料
第１段階 22,130 円 22,580 円
第２段階 37,660 円 37,620 円
第３段階 53,190 円 52,670 円
第４段階 69,880 円 67,720 円
第５段階 77,640 円 75,240 円
第６段階 93,170 円 90,290 円
第７段階 100,940 円 97,820 円
第８段階 116,460 円 112,860 円
第９段階 131,990 円 127,910 円
第１０段階 147,520 円
第１１段階 163,050 円
第１２段階 178,580 円
第１３段階 186,340 円

　

概
ね

180
名
程
度
を
見
込
ん
で
い
る
。

振興ビル１階 塚田事務所

出店者の資格 18歳以上 18 歳以上

小売業・サービス業
（飲食店は除く） 小売業・サービス業

月額使用料
10,000 円

（光熱水費込み）
25,600 円

（別途各部屋および共同施設の
光熱水費は利用者負担）

所在地 相馬市中村字塚ノ町 65番地の 16 相馬市中村字塚田 72番地

業種

申し込み要件や使用料について

道の駅そうま体験実習館


